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都農町住宅リフォーム奨励金交付要綱 

（令和３年都農町要綱第１２号）  

（目的） 

第１条 この要綱は、町内の住宅のリフォームを行う者に対して奨励金を交付

することにより、町民が安心して住み続けられる住まいづくりに資するとと

もに、空き家の利活用の促進と町内の住宅関連産業を中心とした地域経済の

活性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 町内業者 町内に事務所を置く法人又は個人 

⑵ 町外業者 町外に事務所を置く法人又は個人 

⑶ 住宅 町内に建築される、又は建築されている居住の用に供する部分（以

下「居住部分」という。）を有する建物（居住部分と非居住部分がつながっ

ている建物の場合は、その内の居住部分のみとする。） 

⑷ リフォーム 自己の所有する住宅又は自己の居住する若しくは居住する予

定の住宅（賃貸専用の集合住宅を除く。）に対して別表に掲げる工事を行う

ことをいう。 

⑸ 空き家 居住を目的として建築した建物のうち、人が現に居住していない

建物、又は居住しなくなる予定の建物をいう。 

⑹ 町税等 市区町村税、介護保険料、保育料、公営住宅家賃及び水道料をい

う。 

⑺ 空き家バンク 都農町空き家バンク要綱（平成２６年都農町要綱第１８号

）に定められている空き家バンクシステムをいう。 

⑻ 町内居住者 本町に住民登録しており、町内の住宅に居住する者をいう。 

⑼ 移住者 本町の住民基本台帳上の転入日以前１年間において住民記録がな

く、空き家バンクに登録されている空き家の所有者と売買又は賃貸借契約を

する者（三親等間の契約は除く。）で、転入後１年以内の者をいう。 

⑽ 都農町住宅リフォーム奨励事業 都農町住宅リフォーム奨励金交付要綱に

基づき、リフォームを行う事業をいう。 

（奨励金交付対象者） 
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第３条 奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものと

する。 

⑴ 町内居住者又は移住者のうち、本町に住民登録をしている者。ただし、

移住者については、奨励金の交付申請時までに登録されていれば対象とする

。 

⑵ 申請者のうち次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 自己の居住する住宅をリフォームする町内居住者 

  イ 賃貸目的でリフォームを行う空き家バンクに登録している空き家の所

有者 

  ウ 転入後１年以内にリフォームを完了する移住者 

⑶ 町内居住者又は移住者のうち、自治会に加入し、自治会等の地域活動に

参加する者であること。ただし、移住者については、奨励金の交付申請時

までに加入していれば対象とする。 

⑷ 町税等を滞納していないこと。 

２ 都農町住宅リフォーム奨励事業を利用しようとする者（以下「届出者」と

いう。）は、当該リフォーム工事の着工前までに、次に掲げる書類を町長に提

出しなければならない。ただし、特別な理由により町長が必要と認めた場合は

この限りではない。 

⑴ 都農町住宅リフォーム奨励事業利用届出書（様式第１号） 

⑵ 工事見積書の写し 

⑶ 市区町村税完納証明書又は非課税証明書 

⑷ 自治会加入確認書（様式第２号）（町内居住者の場合） 

⑸ 当該住宅の売買又は賃貸借契約書の写し（該当する場合） 

⑹ 所有者承諾書（様式第３号）（該当する場合） 

⑺ 相続人代表者同意書（様式第４号）（該当する場合） 

３ 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し可否を決定して届

出者に都農町住宅リフォーム奨励事業利用決定通知書（様式第５号）にて通知

するものとする。 

（奨励金対象経費） 

第４条 奨励金対象経費は、３０万円以上の住宅リフォーム工事に要する費用

とする。 
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２ 奨励金の対象は、当該住宅について２回までとする。 

（奨励金） 

第５条 奨励金は次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 町内居住者又は賃貸目的で空き家バンクに登録している空き家の所有者

が町内業者にて行ったリフォームの対象経費に１０分の１を乗じた額。た

だし、５０万円を限度とする。 

⑵ 移住者が町内業者にて行ったリフォームの対象経費に３分の１を乗じた

額。ただし、１００万円を限度とする。 

⑶ 移住者が町外業者にて行ったリフォームの対象経費に６分の１を乗じた

額。ただし、５０万円を限度とする。 

２ 前項の金額に１,０００円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨て

るものとする。 

（交付申請） 

第６条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当

該事業の代金を支払った後に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならな

い。 

⑴ 都農町住宅リフォーム奨励金交付申請書（様式第６号） 

⑵ 住民票の写し 

⑶ 工事内訳書（明細書）の写し 

⑷ 工事契約書（見積書）の写し 

⑸ 工事金額の支払領収書の写し 

⑹ 自治会加入確認書（様式第２号）（移住者の場合） 

⑺ 工事前及び工事完了後を明らかにする写真（前後を対比できる写真） 

⑻ その他町長が必要と認める書類 

２ 申請者は、第３条第３項に掲げる規定により都農町住宅リフォーム奨励事

業利用決定通知書を受けた後において、工事金額の変更が生じた場合は都農町

住宅リフォーム奨励金交付申請書において変更しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条に規定する申請があったときは、次に掲げる場合を除き

、当該申請を行った者に対し、当該奨励金をそれぞれ交付するものとする。 

⑴ 第３条各項に掲げる要件を満たさない場合 
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⑵ 申請に偽りその他の不正があった場合 

⑶ 申請者が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

又は暴力団員と密接な関係を有する者と認められた場合 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、町長が奨励金を交付することが適当でないと

認める場合 

２ 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、可否を決定し

て当該申請者に都農町住宅リフォーム奨励金交付決定通知書（様式第７号）に

て通知するものとする。 

（奨励金の請求） 

第８条 町長は、前条の規定による奨励金の交付決定後、都農町住宅リフォー

ム奨励金交付請求書（様式第８号）による奨励金の交付決定を受けた者（以下

「交付決定者」という。）の請求に基づき、奨励金を交付するものとする。 

（調査） 

第９条 町長は、必要があると認めるときは、その実情を調査することができ

る。 

（交付決定の取消し及び奨励金の返還等） 

第１０条 町長は、交付決定者が奨励金の交付決定の内容若しくはこれに付し

た条件に違反し、又は奨励金の交付を行うことが不適当と認めたときは、当該

奨励金の交付決定を取消し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部を返還を

命ずることができるものとし、交付決定の取消し及び奨励金の返還等に関する

事項については、都農町補助金等交付規程（昭和３８年都農町規程第１１号）

を準用する。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（平成２６年要綱第９号） 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和３年３月３１日までに交付決定を受けたものについては、なお従前の

例による。 

 

別表（第２条関係） 

区分 改修等工事の内容 

増築 既存の住宅部分が無い場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の

住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の

床面積を増加させる工事 

改築 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建

築する工事 

修繕 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、上記

の工事区分に該当しない修繕、補強、設備等の工事 
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様式第２号（第３条関係） 

 

自治会加入確認書 

 

  年  月  日  

 

都農町長 様 

 

自治会名                 

 

 

自治会長名              印  

 

 

下記の者が当自治会に加入していることを確認しました。 

 

 

記 

 

 

 

 

加入者氏名                          

 

 

加入者住所      都農町大字川北      番地     

 

 

申請者との関係                        
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様式第３号（第３条関係） 

 

所 有 者 同 意 書 

 

   年  月  日 

 

都農町長 様 

 

 

                  

所有者 住 所                

 

氏 名             印  

 

 

 私の所有する下記の住宅について、下記の届出者が都農町住宅リフォーム奨

励事業を利用することに同意します。 

 

記 

 

届出者 

住所   

氏名   

対象住宅所在地 都農町大字川北       番地 
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様式第４号（第３条関係） 

 

相続人代表者同意書 

 

  年  月  日 

 

 都農町長 様 

 

相続人代表者 住 所                 

 

氏 名              印  

 

 私の親族が所有者である住宅（以下「住宅」という）について、届出者が都

農町住宅リフォーム奨励事業（以下「事業」という）を利用することに所有者

の相続人代表者として下記のとおり同意します。 

 

記 

 

届出者 

住所   

氏名   

対象住宅所在地  都農町大字川北       番地 

 

 １ 届出者が事業を利用した住宅のリフォームを行うこと。 

 ２ 届出者が事業を利用した都農町住宅リフォーム奨励金を受領すること。 

 ３ 他の相続人等による異議申し立て及び紛議が生じた場合、相続人代表者

の責任において解決すること。 
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様式第５号（第３条関係） 

 

都農町住宅リフォーム奨励事業利用決定通知書 

第     号 

年  月  日 

都農町長 様 

 

 

都農町長   印 

 

 

    年  月  日付けで届出のあった都農町住宅リフォーム奨励事業に

ついて、次のとおり利用を決定しましたので通知します。 

なお、工事は建築基準法等関係法令を遵守し適正に行わなければなりません。 

 

記 

 

 

  １ 工事予定住宅    所 在 地  都農町大字川北        

 

所有者氏名                 

               

所有者住所                 

  

 ２ 工事予定金額                円（税込） 

   （うち補助対象金額                  円） 

 

  ３ 工事予定期間      年  月  日から  年  月  日 

 

  ４ 契約予定日       年  月  日 

 

  ５ 工事内容 

施工業者名  
印 

住所  

工事内容  

工事金額         円（税込み） 
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様式第６号（第６条関係） 

 

都農町住宅リフォーム奨励金交付申請書 

 

年  月  日 

 都農町長 様 

申請者 住  所               

氏  名             印  

電話番号               

 

都農町住宅リフォーム奨励金交付要綱第６条の規定に基づき、次のとおり奨

励金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 奨励金申請額                   円 

 

２ 実施住宅    所 在 地  都農町大字川北          

所有者氏名                   

          所有者住所                   

  

３ 工事金額    利用決定額             円（税込） 

          確 定 額             円（税込） 

（うち補助対象金額           円） 

 

４ 工事実施期間    年  月  日から   年  月  日 

 

【添付書類】 

 □ 住民票の写し 

□ 工事内訳書（明細書）の写し 

□ 工事契約書（見積書）の写し 

□ 工事金額の支払領収書の写し 

□ 自治会加入確認書（様式第２号）（移住者の場合） 

□ 工事前及び工事完了後を明らかにする写真（前後を対比できる写真） 

□ その他町長が必要と認める書類 
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様式第７号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

            様 

 

都農町長          印 

 

都農町住宅リフォーム奨励金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった都農町住宅リフォーム奨励金に

ついて、次のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付内容 

 

  実施住宅 所在地        都農町大字川北 

       所有者氏名 

       所有者住所 

       住宅面積（延べ床面積） 

       工事金額（税込み）            円 

       （うち補助対象金額            円） 

       工事実施期間     年  月  日から 

                  年  月  日まで 

 

 

２ 奨励金              円 

 

３ 交付予定日           年  月  日 
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様式第８号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

都農町長  様 

 

    住所                 

氏名              印  

 

都農町住宅リフォーム奨励金交付請求書 

 

 都農町住宅リフォーム奨励金交付要綱第８条の規定に基づき、次のとおり奨

励金を請求します。 

 

記 

 

１ 交付決定年月日           年  月  日 

 

 ２ 交付決定番号            第     号 

 

３ 奨励金交付決定額                円 

 

４ 振込指定口座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※口座名義人は申請者に限ります。 

 

 

 

金融機関名  

支 店 等 名  

口 座 番 号（右詰め）        

（フリガナ） 

口 座 名 義 人  

（           ） 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

 


